
質問に対する回答書 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日 

山梨県総務部庁舎管理室 

 

【質問事項１】 

（１）防災新館以外は、土日、祝日は休み（配置なし）でよいか。 

（２）休憩は、配置人数にて行ってよいのか。 

 

【回答１】 

（１）ご認識のとおりです。 

（２）ご認識のとおりです。ただし、交替で休憩する等、可能な限り業務に支障がないよ

う配慮をお願いします。 


